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運輸安全マネジメントに関する取り組みについて 

 

 

取締役社長  藤原 隆 

 

南海バスでは、輸送の安全を確保するため、下記のとおり、安全に関する基本方針等を

定め、全社員一丸となって取り組んでまいります。 

 

 

＜安全方針＞ 

 『私たちは安全を最優先します』 

  １．私たちは、運輸安全マネジメント体制を強化し、全員協力一致して事故防止に 

努めます。 

  ２．私たちは、輸送の安全に関する法令、社内規程を遵守します。 

  ３．私たちは、ＰＤＣＡサイクルを回し、安全性の向上を追求し続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～お客さまとともに～ 
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１．輸送の安全に関する基本的な方針 

(1)取締役社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内に

おいて輸送の安全の確保に主導的な役割を果たすとともに、営業所における安全に関

する声に真摯に耳を傾けるなど現業部門の状況を十分に踏まえつつ、全社員に対し輸

送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。 

(2)本規程に基づき、輸送の安全に関する「計画の策定、実行、チェック、改善（Ｐｌａ

ｎ Ｄｏ Ｃｈｅｃｋ Ａｃｔ）」を確実に実施するとともに、安全対策を不断に見直

し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に

努めます。 

(3)輸送の安全に関する情報については、積極的に公表いたします。 

 

２．輸送の安全に関する目標 

＜重点目標＞ 

 重大事故ゼロ・飲酒事故ゼロ及び運転事故の削減 

   ～監督者が先頭に立った事故を惹起させない職場風土の醸成～ 

 

 (1)事故件数（2023 年度目標） 

① 有責重大事故 0 件 （全社） 

② その他有責事故 86 件以下 （全社） 

(2)輸送の安全に関する投資額（2023 年度目標） 

① 車両関係 1,517,200 千円 

② 教育関係 6,992 千円 

③ 施設関係 38,500 千円 

 (3)事故件数（2022 年度実績） 

① 有責重大事故 0 件 （全社） 

② その他有責事故 87 件 （全社） 

(4)輸送の安全に関する投資額（2022 年度実績） 

① 車両関係 689,418 千円 

② 教育関係 4,729 千円 

③ 施設関係 11,422 千円 

 

３．自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計（2022 年度実績） 

第 ３項に該当する事故  0 件 

第１１項に該当する事故 26 件 

 

４．安全管理規程 

  別紙「安全管理規程」のとおり 

 

５．運輸安全マネジメント評価の実施状況 

2008 年 11 月 14 日 運輸安全マネジメント評価（第１回） 

2011 年 4 月 25 日～26 日 運輸安全マネジメント評価（第２回） 

2014 年 5 月 25 日～26 日 運輸安全マネジメント評価（第３回） 
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６．民間指定機関における運輸安全マネジメント認定セミナーの受講状況 

2016 年 12 月 12 日 ＮＡＳＶＡガイドラインセミナー      （1 名） 

2017 年 1 月 24 日 ＮＡＳＶＡリスク管理（基礎）セミナー（1名） 

2017 年 2 月 21 日 ＮＡＳＶＡ内部管理（基礎）セミナー  （1 名） 

2018 年 6 月 25 日 ＮＡＳＶＡガイドラインセミナー      （1 名） 

2019 年 11 月 15 日 

2020 年 10 月 20 日 

ＮＡＳＶＡリスク管理セミナー       （1 名） 

ＮＡＳＶＡ安全マネジメントセミナー  （2 名） 

2020 年 11 月 25 日 ＮＡＳＶＡ内部管理（基礎）セミナー  （1 名） 

2021 年 19 月 16 日 ＮＡＳＶＡリスク管理セミナー    （1 名） 

2022 年 12 月 18 日 ＮＡＳＶＡ運輸防災マネジメント   （1 名） 

2022 年 16 月 13 日 ＮＡＳＶＡガイドラインセミナー    （1 名） 

2022 年 16 月 14 日 ＮＡＳＶＡ内部管理（基礎）セミナー  （1 名） 

 

７．輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

  別紙「安全管理組織体制図」のとおり 

 

８．事故・災害等に関する報告連絡体制 

  別紙「安全管理報告連絡体制図」のとおり 

 

９．輸送の安全に関する重点施策 

(1)輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程

に定められた事項を遵守いたします。 

(2)輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めます。 

(3)輸送の安全に関する内部監査をおこない、必要な是正措置又は予防措置を講じます。 

(4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有

いたします。 

(5)輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施

いたします。 

(6)当社グループ各社が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努めます。 

(7)管理の受委託等、当社業務を委託する場合にあっては、委託事業者の輸送の安全の確

保を阻害するような行為はいたしません。また、可能な範囲において、委託事業者の

輸送の安全の向上に協力するよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
～お客さまとともに～ 
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10．輸送の安全に関する取り組み（2023 年度） 

＜最重点実施事項＞ 

１．車内事故防止～事故の起こらない車内環境作り～ 
①発車時の手順 

 着座確認→「発車します」→安全確認→サイドブレーキ解除 

 ＜最後の旅客が着座するまで目を離さない＞ 

 ※停車時、サイドブレーキ使用の徹底 

 ②着停時の手順 

 降車合図確認→「はい、次〇〇とまります」→ 
「扉が開くまでお待ち下さい」→着停 

   ＜開扉してから停留所案内を行う＞ 

２．交差点での事故防止 

①右折時は交差点中央付近で一旦停止し、周囲の確認 

 ＜【努力視界】も確認する＞ 

②左折時は横断歩道手前で一旦停止し、周囲の確認 

③直進時はすぐ止まれるスピードで 

 ＜アクセルペダルから足を離し、ブレーキペダルに足を置く＞ 

④黄信号での進入禁止 

  ３．歩行者、自転車等との接触事故防止 

①ターミナル等では10㎞/h以下の速度厳守 

②追越時は1.5m以上の間隔確保 ＜左側安全確認の徹底＞ 

 (1)事故防止推進本部の継続 

 安全会議の上位機関として、安全統括管理者を本部長とする上記推進本部を本年も継

続して設置し、安全に関する実施事項の決定、進捗状況の把握等をおこない輸送の安

全確保を図ります。 

(2)各種事故防止対策の実施 

 最重点実施事項徹底するため、下記の取り組みを実施し、輸送の安全確保を図ります。 

 ①事故防止対策年間実施計画の推進 

  最重点実施事項を徹底するため、責任課長が積極的に関与し、「選択と集中」を念

頭に営業所独自で事故防止における年間目標・計画を設定し、ＰＤＣＡサイクルに

よる事故防止対策を実施します。各営業所長が毎月の安全会議で職場の進捗を発表

し、毎月、各職場目標と実績を検証し、目標達成状況の都度改善を図るとともに、

年 2回、各営業所の監督者が集まり取り組みの振り返りと改善についてＰＤＣＡ発

表会を開催し、情報共有を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクルによる監督者研修 

 

Plan 

Do 

Check 

Act 
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②班別活動推進研修の充実 

  営業所の班制度を活用し、実践参加型の研修を推進いたします。 

(3)事故防止運動等の開催 

春、秋の全国交通安全運動及び年末年始の輸送に関する安全総点検にあわせて事故防

止運動を実施いたします。また、夏期(７月１日～７月３１日)、冬期(１２月１０日～

２月２８日)についても、営業所独自計画を策定し、当社独自の事故防止運動を展開い

たします。 

(4)安全管理体制の強化 

 ①安全会議の開催 

当社及びグループ会社の経営トップ、管理職及び営業所長等による安全会議を毎月

開催し、安全に関する実施事項の周知徹底を図るとともに意見交換をおこない、輸

送の安全意識の徹底を図ります。 

 ②事故防止委員会の開催 

  本社及び営業所において、労働組合との事故防止委員会を随時開催し、安全意識の

向上を図ります。 

 ③厳正な点呼執行 

  飲酒状況の確認等、規律ある厳正な点呼を実施し、事故防止に努めます。 

  遠隔地においては、出先点呼用アルコールチェッカーにて厳正な点呼を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

   点呼用アルコールチェッカー     出先点呼用アルコールチェッカー 

(5)指導体制の充実 

 ①マネジメントレビューの実施 

  経営トップが主体的に関与して、安全管理体制が適切に運営され、有効に機能して

いることを確認するために、安全管理体制の機能全般に関し、年１回以上、マネジ

メントレビューを実施し、必要に応じて見直し、改善を行います。 

 ②経営トップ等による現場指導の実施 

  経営トップ、管理職、本社課員による点呼立会・ターミナル指導等を毎月実施する

とともに、経営トップによる営業所巡視を随時実施し、安全意識の向上を図ります。 

  ③責任課長制度の充実 

  営業所毎に担当する課長を定め、主任会議への参加等運営全般についての指導をお

こない運転事故、飲酒事故防止を図ります。 

 ④乗務指導の推進 

  経営トップ、管理職、本社課員、営業所長等による乗務指導を推進し、運転面、接

遇面の技術向上を図ります。 

 ⑤運転営業係ヒアリングの実施 

  事故防止運動等にあわせ、営業所長等による適性診断結果を踏まえた個別ヒアリン

グを運転営業係全員に実施し、安全対策を周知徹底するとともに、具体的な行動目

標設定等により安全意識の向上を図ります。 
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 ⑥運転営業係実技教習の実施 

  事故防止運動期間中に事故惹起者並びに経験の浅い運転営業係に対して営業所毎の

特性に応じた構内教習を実施し、事故再発防止並びに運転技術向上を図ります。 

⑦高速バス運転営業係ヒアリングの実施 

  事故防止運動等にあわせ、営業所長等による高速バス運行に特化した内容（運転操

作、安全対策、事故・故障発生時の対応、体調不良時の処置等）のヒアリングを高

速バス運転営業係に実施し、高速バス運行における安全対策を周知徹底するととも

に、安全に対する意識の向上を図ります。 

 ⑧ドライビングマイスター（ＤＭ）制度の充実 

  運転営業係の中から任用試験に合格したＤＭが営業所監督者と協力し、事故ゼロに

向けた取り組みの強化、各職場の状況を踏まえた事故防止計画の立案、添乗指導及

び、個人面談等を実施することにより、運転営業係のモチベーションと安全意識の

向上を図ります。またＤＭに対して研修会を実施することで資質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

   ＤＭ研修会              ＤＭによる事故防止活動の一環（手書き立て看板） 

(6)車両・施設面の拡充 

①ドライブレコーダーの活用 

 映像及び帳票を活用し、個人指導、集団教育の充実を図ります。また、ヒヤリハッ

トの収集及び共有、各取り組み事項の実施状況の確認、効果検証並び改善指導に活

用し、事故防止対策の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 ドライブレコーダー         ドライブレコーダー解析画面 

②先進安全自動車（ＡＳＶ）の拡充 

 車両の代替を推進し、ＡＳＶ装置搭載車両を拡充することで、安全性の向上を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 ＡＳＶ搭載車両            ＡＳＶ搭載車両証明ステッカー 
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③バスロケーションシステムの活用 

お客さまサービスの向上及び、運行異常発生時における営業所への通知機能による

運行管理面の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 バス接近情報画面                       運行管理支援画面 

④インターネット適性診断システム（ナスバネット）の活用 

ナスバネットを事故惹起者教育に活用し、再発防止の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 ナスバネット              適性診断結果 

⑤車両に設置した教習用機器を活用 

教習用機器を事故防止研修、特別教育等に活用することで、事故防止面の充実を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 教習車                 教習車車内設備 

⑥施設の新設及び改修 

バス停留所上屋の新設、改修及び安全策の改修を実施し旅客の安全確保に努めます。 

 

11．輸送の安全に関する教育及び研修計画（2023 年度） 

年間計画を策定し、現場の監督者及び運転営業係に安全研修を実施することにより、

従業員の安全意識を高め、事故防止に努めます。 

(1)管理者向け事故防止研修会 

 副所長、営業主任、運行主任を対象に事故防止等の研修会を年４回（安全整備課及び

研修所による研修会２回、ＰＤＣＡ発表会２回）実施し、運行管理者の資質の向上を

図ります。 
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(2)副所長研修会 

 副所長等を対象に事故処理に関する実務及び事故後教習等に関する研修会を年３回実

施し、運行管理者の資質向上を図ります。 

(3)出張型運行管理者一般講習 

 運行管理者一般講習を出張にて開催、専門指導員によるバス運行管理に重点を置いた 

講習会を４回実施し、運行管理の資質向上を図ります。 

(4)班別活動推進研修会 

 各班のリーダー運転営業係を対象に毎月１回業務研修会を開催し、事故防止、接遇向

上研修を実施いたします。 

 (5)運転営業係事故防止研修 

  運転営業係２００名を対象に適性診断の受診、体験実習訓練、接客接遇向上等の研修

を実施いたします。 

(6)契約運転営業係事故防止研修 

 ６５歳以上の契約運転営業係３０名を対象に運転適齢診断を受診させます。 

(7)社員教育交通安全研修 

 運転営業係１０名を社外の安全運転教習所に派遣し、安全運転に関する知識、技能の

習得を図ります。 

(8)経験の浅い運転営業係及び営業所選抜運転営業係に対するフォローアップ研修 

 入社１年を経過した運転営業係１７名及び営業所選抜運転営業係３３名を対象に基本

運転・接遇訓練等の教習を実施し、基本動作の再確認と知識、技能の向上を図ります。 

(9)事故惹起者出張フォローアップ教習 

 事故惹起者に対し、各営業所に派遣された研修所指導員が、事故惹起後の行動変容を

確認の上、課題を設定し、基本運転・接遇訓練等の教習による基本動作の再確認と知

識、技術の向上を図ります。 

(10)高年齢の運転営業係に対する適齢診断を活用した研修 

 ６５歳以上の運転営業係２５名に対し、適性診断結果を活用した身体の変化や特性等

を理解させる研修を実施し、基本動作の重要性と事故防止意識の向上を図ります。 

(11)営業主任・運行主任登用研修 

 新たに登用した営業主任、運行主任に対し、立場役割、関係法令、職場管理等につい

ての研修を実施いたします。 

(12)新入社員研修 

 新たに採用した運転営業係に対し、社内規程、安全運転心得、事故防止研修、接遇訓

練を実施するとともに、配置後は、基本運転・接遇等について、営業所の監督者及び、

研修所員による乗務指導を実施し、基本運転・接遇等の向上を図ります。 

(13)高速バス運転営業係養成研修 

 新たに登用した高速バス運転営業係に対し、高速運転要領、車両機器使用方法、危機

対応訓練を実施いたします。 

(14)適性診断活用講座 

 営業所の監督者等１２名を対象に、適性診断活用講座を受講させます。 

(15)飲酒運転防止インストラクター養成講座（ＡＳＫ養成講座） 

 営業所の監督者等４名を対象に、ＡＳＫ養成講座を受講させます。 

(16)特別教育 

 重大事故惹起者、服務規律違反者、乗務指導違反者を対象に、担当課長等による特別

教育を実施いたします。 
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(17)防火管理者養成講習 

 副所長等を対象に、防火管理者の講習会を受講させ、日常の火気管理、消防用設備の

維持管理、消火訓練や避難訓練の実施等、防火管理業務に関する知識、技能の向上を

図ります。 

(18)救命講習（入門） 

 運転営業係２００名を対象に、救命講習（入門）を実施し、安全意識、危機対応能力

の向上を図ります。 

(19)交通サポートマネージャー認定研修 

 営業所の主任１名を対象に、高齢者・障がい者等、移動制約者の安全で円滑な公共交

通利用、バリアフリー法に関する研修を受講させます。 

(20)ドライビングマイスター研修会 

 営業所のドライビングマイスター９名を対象に、指導事例の発表、情報交換、事故防

止・接遇向上に関する研修をおこない、指導能力の向上を図ります。 

 

12．その他の取り組み 

(1)ヒヤリハット情報の活用 

ヒヤリハットリポートコンテストの開催により、営業所でのヒヤリハット情報（映像

を含む）を募集し、各営業所モニターにヒヤリハット映像を映写して情報の共有化を

図ります。 

 

 

 

 

 

   ヒヤリハット映像映写用モニター    ヒヤリハット映像 

(2)業務改善ポストの設置 

 営業所の業務改善ポストを設置し、現場意見の収集に努めます。 

 

 

 

 

 

 

   業務改善ポスト 

(3)異常事態対処訓練の実施（防災） 

 異常事態を想定した訓練を本社、営業所において実施いたします。 

(4)内部監査の実施 

本社、営業所に対し、運輸安全マネジメントの実施状況を点検するため、内部監査を

実施いたします。 

(5)飲酒事故防止の徹底 

飲酒状況の定期的更新及び、貸与アルコールチェッカー使用の徹底を図ります。 

(6)施設等の事故リスクへの対策の実施 

構内・停留所等の事故多発箇所の点検及び、注意喚起対策を実施いたします。 

 



- 10 -

(7)エコドライブの推進 

早朝点呼・ターミナル立会、巡回指導等でのアイドリングストップの徹底を図ります。 

 

13．輸送の安全に関する教育及び研修実績（2022 年度） 

(1)管理者向け事故防止研修会 

 副所長、営業主任を対象に事故防止等の研修会を年１回（安全整備課による研修会）

実施し、運行管理者の資質向上を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

   安全整備課による研修会                

(2)出張型運行管理者一般講習 

 出張型による運行管理者一般講習を年２回（専門指導員及び安全整備課によるバスに

特化した講習）実施し、運行管理者の資質向上を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

出張一般講習会 

(3)班別活動推進研修会 

 各班のリーダー運転営業係を対象に毎月１回業務研修会を開催し、事故防止、接遇向

上研修を実施いたしました。 

 
   業務研修会               事故防止、接遇研修 
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(4)運転営業係事故防止研修 

  運転営業係１８７名を対象に適性診断の受診、体験実習訓練、接客接遇向上、コンプ

ライアンス等の研修を実施いたしました。 

 

 

 

 

 

  

    

運転営業係事故防止研修会        コンプライアンス研修 

(5)契約運転営業係事故防止研修 

 ６５歳以上の契約運転営業係１３名を対象に運転適齢診断を受診させました。 

(6)社員教育交通安全研修 

 運転営業係６名を社外の安全運転教習所に派遣し、安全運転に関する知識、技能の習

得を図りました。 

 

 

 

 

 

 

安全運転教習所 教習風景 

(7)経験の浅い運転営業係及営業所選抜運転営業係に対するフォローアップ研修 

 入社１年を経過した運転営業係６名及び営業所選抜運転営業係４９名を対象に基本運

転・接遇訓練等の教習を実施し、基本動作の再確認と知識、技能の向上を図りました。 

 

 

 

 

 

 

   運行前点検教習              ドライブレコーダーを活用した基本運転講習 

(8)高年齢の運転営業係に対するフォローアップ研修 

 ６５歳以上の運転営業係９名を対象としたベテラン運転営業係の運転傾向に特化した

フォローアップ研修を実施し、基本動作の再確認と事故防止意識の向上を図りました。 

(9)営業主任・運行主任登用研修 

 新たに登用した営業主任、運行主任に対し、立場役割、関係法令、職場管理等につい

ての研修を実施いたしました。 

(10)新入社員研修 

 新たに採用した運転営業係に対し、社内規程、安全運転心得、事故防止研修、接遇訓

練を実施するとともに、配属後は、基本運転・接遇等について、営業所の監督者及び、

研修所員による乗務指導を実施し、基本運転・接遇等の向上を図りました。 
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(11)高速バス運転営業係養成研修 

 新たに登用した高速バス運転営業係に対し、高速運転要領、車両機器使用方法、危機

対応訓練を実施いたしました。 

(12)適性診断活用講座 

 営業所の監督者１名に、適正診断活用講座を受講させました。 

(13)飲酒運転防止インストラクター養成講座（ＡＳＫ養成講座） 

 営業所監督者等６名を対象に、ＡＳＫ養成講座を受講させました。 

(14)特別教育 

 事故惹起者１１名、服務規律違反者１３名、乗務指導違反者０名の計２４名を対象に、

担当課長等による特別教育を実施いたしました。 

(15)防火管理者養成講習 

 副所長等を対象に、防火管理者の講習会を受講させ、日常の火気管理、消防用設備の

維持管理、消火訓練や避難訓練の実施等、防火管理業務に関する知識、技能の向上を

図りました。 

(16)救命講習（入門） 

  運転営業係１８７名を対象に救命講習（入門）を実施し安全意識、危機管理能力の向

上を図りました。 

 

 

 

 

 

 

    救命講習（入門）           

 (17)ドライビングマイスター研修会 

 営業所のドライビングマイスター９名を対象に、指導事例の発表、情報交換、事故防

止・接遇向上に関する研修をおこない、指導能力の向上を図りました。 

 

14．その他の取り組み 

 (1)ヒヤリハット情報の活用 

  ヒヤリハットリポートコンテストを開催し、営業所でのヒヤリハット情報（映像を含 

む）を募集し、各営業所モニターにヒヤリハット映像を映写して情報の共有化を図り 

ました。 

 (2)業務改善ポストの設置 

  営業所の業務改善ポストを設置し、現場意見の収集に努めました。 

(3) 異常事態対処訓練の実施（防災・停電等） 

 ３月７日、自然災害を想定した訓練を本社、営業所において実施いたしました。 
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15．輸送の安全に関する内部監査結果及び措置内容 

 (1)実施日    2022 年 10 月 7 日、2023 年 3 月 29 日 

(2)監査目的   運輸安全マネジメント体制の確立に向けた取り組み状況の確認 

(3)監査事項   2022 年度計画の実施状況についての確認 

(4)監査人    総務部長、総務課長 

(5)実施結果   今年度の各種取り組みについて、再度有効性の分析をおこない、改善

に繋げること。また、PDCA の効果については、年々向上しているが

研修・教習実施直後の効果を継続させることが課題である。計画的な

フォローを行うとともに「選択と集中」を念頭にポイントを絞った取

り組みを実施し、来期におけるさらなる効果、また、引き続き経営ト

ップ自らの積極的な関与の継続を実施することを期待する。との所見

であった。 

 

16．安全統括管理者 

  取締役営業部長  岩佐 浩二 

 

17．運転営業係（2023 年 4 月 1 日現在） 

  正社員   ５６８名 

  契約社員等   ５３名 

 

18．運行管理者（2023 年 4 月 1 日現在） 

  運行管理者   ４７名 

  運行管理補助者   ９名 

 

19．整備管理者（2023 年 4 月 1 日現在） 

  整備管理者    ６名 

  整備管理補助者  ４２名 

 

 

～お客さまとともに～ 


